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新年度の始業に伴う留意事項について（依頼） 

 春分の候、保護者の皆様におかれましてはますますご清祥のこととお喜び申し上げます。ま

た、本校の教育活動に際しまして、多大なるご理解とご協力を賜り御礼申し上げます。 

さて、本校は４月８日（水）から通常どおりの教育活動を再開いたしますので、お知らせい

たします。しかしながら、新型コロナウイルス感染症予防のため下記のとおり対策を行います

ので、ご家庭に置かれましてもご協力を賜りますようお願いいたします。 

今年度も昨年度同様、変わらぬご理解とご協力を賜りますようお願いいたします。 

記 

１ 始業日の日程について 

 ○ 在校生              ○ 新入生 

  ～ 8:15  登校           12:40～  受付・諸費納入 

  8:40～  教室移動         13:30～  入学式 

  9:30～  着任式・始業式      14:35～  記念写真撮影 

  10:10～  大掃除・式場準備     15:05～  ホームルーム（生徒） 

12:30～  SHR・放課              PTA・雪椿会入会式（保護者） 

 

２ 留意事項 

 ○ 学校生活について 

  ・登校前には必ず家庭で体温の検温と健康状態の確認をする。 

・発熱等の風邪の諸症状があるなど体調不良の場合は登校しない。 

  ・登下校時は、マスク着用を原則とするが、スクールバスを利用する場合はマスクを必

ず着用すること。 

・咳エチケットを徹底し、うがいと手洗いを登校時や休み時間、帰宅時など適時行う。 

  ・教室や居室での定期的な換気を行う。 

  ・本人及び同居家族等が新型コロナウイルス感染症に感染した場合、その旨を必ず学校

に連絡する。 

  ・本人に症状があるまたは罹患者の濃厚接触者である場合、または同居家族等に罹患者

がいる場合は、出席停止扱いとしますので、学校までご相談ください。 

 ○ 行事について 

  ・入学式は、来賓は代表者のみ参列し、在校生は参加しない。時間を短縮して行う。 

   歌唱は放送で代替する。 

  ・着任式・始業式は通常どおり行う。対面式は時間を短縮して行う。 

・PTA・雪椿会総会は感染症予防対策を施したうえで実施する。 

 

 ３ その他 

  ○ 始業後に生徒及び教職員等が感染した場合には、状況等を関係機関に相談し、対応い

たします。その際、休業等行う場合、学校ホームーページや Classi 等でお知らせいた

します。 
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